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租税条約 ヒの無国籍による無差別取扱条項
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第
一
章
　
問
題
の
所
在

　
あ
る
日
、
国
家
が
国
際
法
に
よ
り
否
認
さ
れ
、
そ
の
領
域
に
そ
れ
ま
で
居
住
し
て
い
た
人
々
が
そ
の
国
を
追
放
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
そ

れ
ら
の
一
群
の
人
々
が
無
国
籍
の
民
に
帰
す
る
こ
と
が
、
世
界
史
上
見
ら
れ
る
。
P
L
O
が
そ
の
好
例
で
あ
る
。
P
L
O
の
人
々
が
、
日

本
の
人
々
を
は
じ
め
世
界
中
の
人
々
と
交
易
を
行
っ
て
い
る
こ
と
は
、
顕
著
な
事
実
で
あ
ろ
う
。
技
術
移
転
や
金
融
取
引
は
、
P
L
O
の

人
々
の
知
的
水
準
や
技
術
水
準
の
高
さ
に
照
ら
し
、
従
前
以
上
に
頻
繁
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
憶
測
さ
れ
る
。

　
偶
然
の
要
素
が
重
な
り
、
あ
る
個
人
が
無
国
籍
の
状
態
に
陥
る
こ
と
も
あ
り
え
よ
う
。
政
治
難
民
の
み
な
ら
ず
経
済
難
民
も
ま
た
、
と

き
に
自
ら
の
身
分
を
証
明
す
る
術
を
持
ち
合
わ
せ
な
い
こ
と
も
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
か
れ
ら
が
無
国
籍
者
に
な
る
こ
と
も
あ
り
え
よ
う
。

　
他
方
、
無
国
籍
者
は
か
な
ら
ず
国
外
に
追
放
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
か
れ
ら
の
居
住
す
る
国
に
お
い
て
そ
の
国
の
国
民
の
租
税

法
上
の
取
扱
と
く
ら
べ
て
不
利
に
取
り
扱
わ
れ
る
危
険
性
も
、
排
除
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
は
、
第
三
国
に
居
住
す
る
無
国
籍
者
が
、
日
本
国
と
租
税
条
約
を
締
結
し
て
い
る
相
手
国
に
有
す
る
法
人
ま
た
は
恒
久
的
施
設

を
と
お
し
て
日
本
の
企
業
な
ど
と
貿
易
を
お
こ
な
う
こ
と
、
ま
た
は
日
本
国
内
に
進
出
し
た
支
店
を
と
お
し
て
日
本
の
企
業
な
ど
と
取
引

を
お
こ
な
う
こ
と
、
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
こ
れ
ら
あ
り
う
る
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
無
国
籍
の
者
は
、
国
際
租
税
法
上
無
差
別
取
扱
を
享
受
し
う
る
法
的
地
位
を
有
す
る
で
あ
ろ
う

か
、
あ
る
い
は
有
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　
最
後
に
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
同
国
に
居
住
す
る
ユ
ダ
ヤ
民
族
お
よ
び
P
L
O
と
政
治
的
に
敵
対
す
る
イ
ス
ラ
エ
ル
国
に
配
慮
し
て

か
、
無
国
籍
者
の
た
め
の
無
差
別
取
扱
条
項
を
U
S
モ
デ
ル
租
税
条
約
に
置
い
て
い
な
い
。
し
か
し
、
わ
が
国
は
、
こ
の
合
衆
国
の
政
策

に
追
随
す
る
必
要
性
を
果
た
し
て
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
再
検
討
し
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
近
い
将
来
、
日
本
国
が
、
P
L

O
の
属
す
る
モ
ス
レ
ム
の
国
々
と
租
税
条
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
取
り
扱
う
問
題
は
、
避
け
て
と
お
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
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ら
で
あ
る
。

租税条約上の無国籍による無差別取扱条項

第
二
章

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

モ
デ
ル
条
約
二
四
条
二
項
コ
メ
ン
タ
リ
ー

12

　
［
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
］

　
一
九
五
四
年
九
月
二
八
日
に
、
多
数
の
国
々
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
お
い
て
無
国
籍
者
の
地
位
に
関
す
る
条
約
を
締
結
し
た
。
同
条
約
第

二
九
条
に
よ
れ
ば
、
こ
の
無
国
籍
者
は
国
民
と
の
同
一
取
扱
（
内
国
民
待
遇
、
冨
ぎ
轟
＝
『
8
雪
①
邑
を
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

O
E
C
D
加
盟
国
の
複
数
が
こ
の
条
約
の
署
名
国
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
九
二
年
七
月
二
三
日
標
題
改
正
と
再
付
番
）

13

　
［
法
的
保
護
の
拡
大
］

　
し
か
し
な
が
ら
、
第
二
項
の
規
定
は
、
二
国
間
租
税
条
約
の
場
合
、
無
国
籍
者
が
一
九
五
四
年
九
月
二
八
日
の
前
記
条
約
第
一
条
二
項

に
列
挙
さ
れ
た
諸
状
況
［
人
的
グ
ル
ー
プ
］
の
ひ
と
つ
に
該
当
す
る
の
に
、
同
条
約
の
対
象
と
さ
れ
な
い
無
国
籍
者
に
ま
で
、
内
国
民
待

遇
を
拡
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
事
実
が
認
識
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
主
と
し
て
一
方
で
、
前
記
条
約
の
署
名
時
に

（
国
際
連
合
難
民
高
等
弁
務
官
以
外
の
）
国
連
機
関
か
ら
の
保
護
又
は
援
助
を
享
受
し
て
い
る
者
の
場
合
、
他
方
で
、
一
方
の
締
約
国
に
お
い

て
居
住
す
る
者
で
、
か
つ
同
国
の
国
籍
の
保
有
と
結
び
つ
い
た
諸
権
利
を
享
有
し
、
義
務
に
服
す
る
者
の
場
合
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
九
二
年
七
月
二
三
日
改
正
と
再
付
番
）

14

　
［
居
住
す
る
無
国
籍
者
に
限
定
］

　
第
二
項
の
目
的
は
、
一
方
の
締
約
国
の
国
民
と
［
無
国
籍
者
と
の
］
平
等
な
取
扱
に
関
す
る
条
項
の
［
人
的
］
適
用
対
象
を
、
当
該
一

方
の
締
約
国
又
は
他
方
の
締
約
国
に
居
住
す
る
無
国
籍
者
だ
け
に
限
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。

53



法学研究69巻12号（’96：12）

（
一
九
九
二
年
七
月
壬
二
日
改
正
と
再
付
番
）

術
　
［
限
定
の
理
由
］

　
い
ず
れ
の
締
約
国
に
も
居
住
し
な
い
無
国
籍
者
を
こ
の
よ
う
に
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
条
項
は
、
当
該
一
方
の
国
に
お
け
る

［
こ
の
よ
う
な
無
国
籍
者
が
］
当
該
他
方
の
国
の
国
民
に
く
ら
べ
優
遇
措
置
（
冨
色
詔
a
）
を
受
け
る
こ
と
を
防
止
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
九
二
年
七
月
二
三
日
再
付
番
）

16

　
［
拡
大
の
可
能
性
］

　
し
か
し
な
が
ら
、
両
国
が
そ
の
両
国
関
係
の
枠
内
に
お
い
て
、
第
二
項
を
す
べ
て
の
無
国
籍
者
（
そ
の
無
国
籍
者
が
一
方
の
締
約
国
に
居

住
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
）
に
拡
大
し
て
適
用
し
、
そ
の
結
果
、
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
無
国
籍
者
が
関
係
国
の
国
民
に
供
与
さ
れ

て
い
る
最
恵
国
待
遇
を
享
受
す
る
こ
と
を
望
ま
し
い
と
考
え
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
実
行
に
す
る
た
め
に
は
、
一
方
の
締
約
国
に
お
け
る

居
住
地
に
関
す
る
要
件
を
含
ま
な
い
そ
う
し
た
下
記
テ
キ
ス
ト
を
受
け
容
れ
さ
え
す
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

　
　
「
第
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
無
国
籍
の
者
は
一
方
の
締
約
国
に
お
い
て
、
特
に
居
住
地
で
あ
る
か
な
い
か
に
関
し
て
同
様
の
状
況
に
あ
る
当

　
該
一
方
の
締
約
国
の
国
民
に
課
さ
れ
て
お
り
若
し
く
は
課
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
租
税
若
し
く
は
こ
れ
と
関
連
す
る
要
件
以
外
の
租
税
若
し
く
は
こ
れ
に

　
関
連
す
る
要
件
又
は
よ
り
重
い
租
税
若
し
く
は
こ
れ
に
関
連
す
る
要
件
を
課
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
九
二
年
七
月
二
三
日
修
正
と
再
付
番
）

17

　
［
制
限
の
可
能
性
］

　
将
来
、
特
定
の
国
々
が
第
二
項
の
規
定
の
例
外
を
認
め
る
こ
と
は
、
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
第
二
項
の
規
定
は
、
特
定

の
国
々
が
一
方
の
［
締
約
］
国
に
居
住
す
る
無
国
籍
者
に
対
し
て
、
他
方
の
［
締
約
］
国
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
無
国
籍
者
の
居
住
地
国

に
お
い
て
も
平
等
な
取
扱
を
請
求
す
る
権
原
を
与
え
、
か
つ
特
に
居
住
地
国
に
お
い
て
、
第
三
国
と
当
該
居
住
地
国
に
よ
っ
て
締
結
さ
れ

た
二
重
課
税
条
約
の
規
定
か
ら
受
益
す
る
権
原
を
与
え
る
限
り
に
お
い
て
、
あ
ま
り
に
気
前
よ
（
ま
①
邑
）
す
ぎ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
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よ
う
な
国
々
は
こ
の
後
者
の
帰
結
を
回
避
し
た
い
と
考
え
る
場
合
、
次
の
よ
う
に
第
二
項
を
修
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
す

な
わ
ち
、

　
　
』
方
の
締
約
国
に
居
住
す
る
無
国
籍
の
者
は
、
他
方
の
締
約
国
に
お
い
て
、
特
に
居
住
地
に
関
し
て
同
様
の
状
況
に
あ
る
当
該
他
方
の
国
の
国
民

　
に
課
さ
れ
て
お
り
若
し
く
は
課
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
租
税
若
し
く
は
こ
れ
に
関
連
す
る
要
件
以
外
の
租
税
若
し
く
は
こ
れ
に
関
連
す
る
要
件
又
は
よ
り

　
重
い
租
税
若
し
く
は
こ
れ
に
関
連
す
る
要
件
を
課
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
九
二
年
七
月
二
三
日
修
正
と
再
付
番
）

18

　
［
定
義
］

　
最
後
に
、
そ
の
よ
う
な
条
項
の
目
的
の
た
め
に
使
用
さ
れ
う
る
「
無
国
籍
者
」
の
用
語
の
定
義
が
、
一
九
五
四
年
九
月
二
八
日
［
ニ
ュ

ー
ヨ
ー
ク
］
条
約
第
一
条
一
項
に
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
足
り
る
と
い
う
こ
と
は
、
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
条
項
は
、
無
国

籍
者
を
「
い
か
な
る
国
に
よ
っ
て
も
そ
の
国
の
法
令
の
運
用
上
国
民
と
し
て
考
え
ら
れ
な
い
者
」
と
し
て
定
義
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
九
二
年
七
月
二
三
日
再
付
番
）

　
コ
メ
ン
タ
リ
ー
第
六
八
が
あ
ら
た
に
第
二
項
に
つ
い
て
追
加
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

68

　
ス
イ
ス
は
、
租
税
条
約
に
［
第
二
四
条
］
二
項
を
挿
入
し
な
い
権
利
を
留
保
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
九
二
年
七
月
二
三
日
追
加
）

　
（
1
）
和
訳
に
つ
い
て
、
参
照
、
国
際
税
務
一
四
巻
七
号
四
三
頁
以
下
。
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第
三
章
　
モ
デ
ル
条
約
の
沿
革

第
一
節
　
総
　
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
一
九
五
四
年
九
月
二
八
日
に
、
無
国
籍
者
の
地
位
に
関
し
て
条
約
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
締
結
さ
れ
た
。
こ
の
合
意
を
必
要
と
し
た
考
慮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

事
項
の
一
つ
は
、
無
国
籍
者
の
法
的
地
位
を
改
善
し
よ
う
と
企
画
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
目
的
の
た
め
に
、
条
約
加
盟
国
は
さ
ま
ざ
ま

な
点
で
そ
の
よ
う
な
人
達
に
対
し
国
民
と
し
て
の
取
扱
を
賦
与
す
る
こ
と
に
合
意
し
た
。
一
九
五
四
年
条
約
二
九
条
一
項
は
、
次
の
よ
う

に
規
定
す
る
。

　
　
「
両
締
約
国
は
、
類
似
の
状
況
に
あ
る
自
国
の
国
民
に
課
さ
れ
て
お
り
若
し
く
は
課
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
義
務
、
負
担
金
若
し
く
は
租
税
以
外
の
租

　
税
な
ど
、
又
は
よ
り
重
い
義
務
、
負
担
金
又
は
租
税
を
、
名
称
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
無
国
籍
者
に
課
し
て
は
な
ら
な
い
。
」

　
こ
の
条
項
の
下
で
は
、
一
方
の
締
約
国
は
、
た
と
え
無
国
籍
者
が
居
住
者
で
あ
れ
、
課
税
の
目
的
上
そ
の
者
に
国
民
と
し
て
の
取
扱

（
内
国
民
待
遇
）
を
与
え
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
。
こ
の
条
約
の
第
一
条
二
項
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
い
く
つ
か
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
無
国
籍

者
か
ら
条
約
上
の
便
益
を
排
除
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
一
つ
は
、
「
居
住
地
国
に
お
い
て
同
国
の
国
民
の
権
利
義
務
を
有
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

る
者
」
と
比
較
し
て
い
る
。
当
該
条
約
の
当
事
国
に
は
、
オ
ラ
ン
ダ
が
含
ま
れ
て
い
る
。
日
本
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
こ
れ
ま
で
こ
の
条

約
の
当
事
国
に
な
っ
て
い
な
い
。
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第
二
節
　
一
九
六
三
年
O
E
C
D
モ
デ
ル
条
約

　
一
九
五
四
年
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
の
人
的
対
象
が
多
少
制
限
さ
れ
て
い
る
の
で
、
O
E
C
D
租
税
委
員
会
は
、
一
九
六
三
年
モ
デ
ル
条

約
の
中
に
、
無
国
籍
者
に
つ
い
て
無
差
別
取
扱
条
約
を
含
め
る
の
が
望
ま
し
い
と
考
え
た
。
一
九
六
三
年
モ
デ
ル
条
約
は
、
人
的
制
限
は

　
　
　
　
　
　
（
5
）

す
べ
て
撤
廃
し
た
。
一
九
六
三
年
O
E
C
D
モ
デ
ル
条
約
二
四
条
三
項
は
、
次
の
よ
う
に
読
み
と
れ
る
。
す
な
わ
ち
、



租税条約上の無国籍による無差別取扱条項

　
　
「
無
国
籍
の
者
は
、
　
一
方
の
締
約
国
に
お
い
て
、
同
様
の
状
況
に
あ
る
当
該
一
方
の
締
約
国
の
国
民
に
課
さ
れ
て
お
り
若
し
く
は
課
さ
れ
る
こ
と
が

　
あ
る
租
税
若
し
く
は
こ
れ
に
関
連
す
る
要
件
以
外
の
租
税
若
し
く
は
こ
れ
に
関
連
す
る
要
件
又
は
よ
り
重
い
租
税
若
し
く
は
こ
れ
に
関
連
す
る
要
件
を

　
課
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
」

　
こ
の
条
文
の
範
囲
は
、
二
四
条
の
そ
の
他
の
無
差
別
取
扱
条
項
よ
り
も
い
く
ら
か
広
い
。
ま
ず
最
初
に
、
こ
の
条
項
は
両
締
約
国
に
対

し
無
差
別
取
扱
の
義
務
を
課
し
て
い
る
。
第
二
に
、
そ
の
他
の
無
差
別
取
扱
条
項
は
、
一
方
の
国
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
て
い
る
保
護
を
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

の
国
の
国
民
又
は
居
住
者
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
無
国
籍
者
の
場
合
、
し
か
し
な
が
ら
、
い
か
な
る
性
質
に
せ
よ
締
約
国
と
の
関
連
性
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

要
求
さ
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
者
が
無
国
籍
者
で
あ
る
の
で
、
公
民
権
者
（
国
民
）
と
い
う
関
連
性
も
要
求
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
し
か
し
、
無
国
籍
者
が
一
方
の
締
約
国
の
居
住
者
で
あ
る
と
い
う
要
件
は
、
合
理
的
な
最
少
限
の
関
連
性
と
考
え
ら
れ
う
る
。
し

か
し
、
こ
の
よ
う
な
結
節
要
素
は
一
九
六
三
年
O
E
C
D
モ
デ
ル
条
約
二
四
条
に
基
づ
い
て
要
求
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
居
住
地
要
件
が

な
い
場
合
、
い
か
な
る
無
国
籍
者
も
、
居
住
者
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
こ
の
条
項
の
適
用
を
請
求
し
う
る
権
原
を
有
す
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
例
え
ば
、
　
　
日
本
国
と
租
税
条
約
を
有
し
な
い
一
方
の
国
　
　
ブ
ラ
ジ
ル
に
居
住
す
る
無
国
籍
者
で
、
日
本
か
ら
所
得
を
取

得
し
て
い
る
X
を
考
え
て
み
よ
う
。
一
九
六
三
年
O
E
C
D
モ
デ
ル
条
約
に
相
当
す
る
差
別
禁
止
条
約
（
日
本
租
税
条
約
に
は
な
い
け
れ
ど

も
、
例
え
ば
、
ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ
・
オ
ラ
ン
ダ
租
税
条
約
二
六
条
）
は
、
そ
の
者
が
日
本
か
ら
取
得
す
る
所
得
の
課
税
に
つ
い
て
、
日
本
国
民
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

取
扱
を
確
保
す
る
た
め
こ
の
ブ
ラ
ジ
ル
居
住
者
に
よ
っ
て
援
用
さ
れ
う
る
。
こ
れ
に
対
し
、
同
時
に
ブ
ラ
ジ
ル
国
籍
を
有
す
る
ブ
ラ
ジ
ル

居
住
者
は
、
そ
の
よ
う
な
便
益
を
求
め
る
権
原
を
有
し
な
い
。

　
（
2
）
ぎ
守
き
吻
§
≧
0
8
＜
①
呂
8
邑
m
二
お
8
9
①
ω
σ
ε
ω
o
h
ω
§
Φ
一
8
ω
℃
①
『
ω
8
ω
“
7
三
ω
δ
q
き
2
三
R
冥
①
藝
一
〇
コ
（
一
。
㎝
㎝
）
“
ミ
暮
－

　
　
ミ
。
き
》
≧
U
凶
①
ω
雷
象
。
巳
α
ω
一
ひ
q
冨
三
ヨ
一
コ
§
惹
二
〇
轟
一
窪
巨
島
目
①
巨
鎚
二
喜
。
ロ
寄
。
ヌ
閃
『
一
a
①
ロ
ω
－
乏
畳
ρ
＜
o
一
。
ま
（
一
。
・
工
。
。
①
y
ω
●

　
　
ω
・
コ
骨
O
o
口
＜
。
三
一
8
寄
巨
一
コ
α
q
δ
9
①
留
ε
ω
o
噛
曽
象
①
一
。
ω
ω
℃
。
訟
o
器
一
2
①
譲
K
o
『
F
の
8
a
日
σ
①
島
。
。
」
。
興

　
（
3
）
　
一
般
に
無
国
籍
に
つ
い
て
、
ミ
ミ
ぎ
蕊
ぎ
、
卜
、
衷
ミ
一
↓
ぎ
刀
詔
三
呂
8
9
00
け
讐
①
一
8
ω
器
器
巨
3
二
三
。
ヨ
呂
2
巴
き
α
Z
呂
9
巴

　
　
い
睾
（
Z
窒
K
・
『
F
一
。
ミ
）
“
顎
霧
、
勺
一
Z
豊
o
冨
一
ξ
き
α
ω
段
①
一
。
ω
ω
器
ω
ω
一
三
三
①
ヨ
呂
o
惹
一
ピ
窒
（
N
邑
①
F
≧
9
8
m
き
α
①
口
盈
p

57



法学研究69巻12号（’96：12）

　
一
。
お
y

（
4
）
　
こ
の
条
約
は
一
九
六
一
年
一
二
月
二
一
百
に
オ
ラ
ン
ダ
に
よ
っ
て
批
准
さ
れ
　
（
ω
蔓
＆
o
。
）
、
そ
し
て
一
九
六
二
年
七
月
一
一
日
に
発
効
し
た

　
（
↓
3
」
ま
倉
ミ
）
。
イ
ギ
リ
ス
語
版
と
フ
ラ
ン
ス
語
版
の
テ
キ
ス
ト
は
、
↓
3
一
〇
。
ρ
島
に
公
示
さ
れ
て
い
る
。

（
5
）
　
一
九
七
七
年
O
E
C
D
モ
デ
ル
条
約
二
四
条
に
関
す
る
コ
メ
ン
タ
リ
ー
第
一
五
で
は
、
法
的
保
護
の
拡
大
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
「
［
二
四
条

　
三
項
の
］
規
定
は
、
無
国
籍
者
が
［
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
一
条
二
項
に
］
列
挙
さ
れ
た
諸
状
況
の
ひ
と
つ
に
該
当
す
る
た
め
、
同
条
約
の
適
用
を
う

　
け
な
い
無
国
籍
者
の
範
囲
に
至
る
ま
で
、
国
民
と
し
て
の
取
扱
を
可
能
に
す
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
事
実
が
認
識
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
前
記

　
（
1
）
叙
述
し
た
除
外
カ
テ
ゴ
リ
ー
（
居
住
地
国
で
国
民
と
し
て
の
取
扱
を
享
受
す
る
者
）
に
加
え
て
、
第
一
条
二
項
は
「
国
連
の
m
鴨
琴
凶
8
と
。
阜

　
ヨ
ぎ
巴
ω
か
ら
保
護
を
う
け
る
者
」
を
も
除
外
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
。

（
6
）
　
用
語
「
無
国
籍
者
」
は
個
人
だ
け
を
指
し
示
し
う
る
だ
け
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
個
人
以
外
の
者
は
、
あ
る
法
体
系
又
は
別
な
法
体
系
の
も
と

　
で
法
創
造
の
結
果
と
し
て
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。

（
7
）
　
こ
の
結
論
は
、
O
E
C
D
モ
デ
ル
条
約
一
条
の
居
住
地
要
件
が
二
四
条
に
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
仮
定
に
基
づ
い
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

　
一
九
六
三
年
モ
デ
ル
条
約
の
下
で
第
一
条
の
居
住
地
要
件
が
適
用
さ
れ
う
る
か
ど
う
か
は
、
明
白
で
な
い
。

（
8
）
　
な
ぜ
な
ら
、
若
干
の
例
を
除
い
て
、
日
本
の
場
合
と
同
様
に
、
国
籍
は
オ
ラ
ン
ダ
租
税
法
の
下
で
は
課
税
問
題
に
つ
い
て
重
要
で
な
く
、
ま
た

　
オ
ラ
ン
ダ
に
お
け
る
国
民
と
同
じ
取
扱
を
求
め
る
権
利
は
ほ
と
ん
ど
意
味
が
な
い
。
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第
三
節
　
一
九
七
七
年
O
E
C
D
モ
デ
ル
条
約

　
明
ら
か
に
、
一
九
六
三
年
O
E
C
D
モ
デ
ル
条
約
に
お
け
る
無
国
籍
者
に
関
す
る
規
定
の
対
象
範
囲
は
、
後
年
あ
ま
り
に
広
す
ぎ
る
と

　
　
　
　
（
9
）

感
じ
ら
れ
た
。
一
九
七
七
年
モ
デ
ル
条
約
で
は
、
当
該
規
定
は
、
両
締
約
国
の
一
方
に
居
住
す
る
無
国
籍
者
に
限
定
し
て
い
る
。
一
九
七

七
年
O
E
C
D
モ
デ
ル
条
約
二
四
条
二
項
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
「
一
方
の
締
約
国
に
居
住
す
る
無
国
籍
者
は
、
い
ず
れ
の
締
約
国
に
お
い
て
も
、
同
様
の
状
況
に
あ
る
当
該
締
約
国
の
国
民
に
課
さ
れ
て
お
り
若
し

く
は
課
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
租
税
若
し
く
は
こ
れ
に
関
連
す
る
要
件
以
外
の
租
税
若
し
く
は
こ
れ
に
関
連
す
る
要
件
又
は
よ
り
重
い
租
税
若
し
く
は
こ

れ
に
関
連
す
る
要
件
を
課
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
」



租税条約上の無国籍による無差別取扱条項

　
た
と
え
こ
の
追
加
が
な
く
と
も
、
当
該
条
文
は
少
な
く
と
も
両
締
約
国
の
一
つ
に
居
住
す
る
無
国
籍
者
だ
け
に
適
用
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

明
ら
か
に
二
四
条
一
項
は
、
居
住
地
要
件
を
定
め
る
第
一
条
の
適
用
を
除
外
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
う
し
た
除
外
規
定
が
な
け
れ

ば
、
当
該
要
件
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
。
第
二
項
に
除
外
規
定
が
な
け
れ
ば
、
居
住
地
要
件
が
旧
第
三
項
に
い
う
無
国
籍

者
の
無
差
別
取
扱
条
項
に
適
用
し
う
る
と
い
う
結
論
が
下
さ
れ
う
る
。
こ
の
結
論
は
、
一
九
七
七
年
O
E
C
D
モ
デ
ル
条
約
二
四
条
に
関

す
る
コ
メ
ン
タ
リ
ー
第
一
八
（
現
在
第
一
六
）
お
よ
び
第
一
九
（
現
在
第
一
八
）
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
条
項
に
お
い
て
、

旧
第
二
四
条
三
項
に
関
す
る
二
つ
の
選
択
肢
が
提
供
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、
一
九
七
七
年
モ
デ
ル
条
約
よ
り
そ
の
範
囲
の
広
い
も
の
で

あ
り
、
他
は
狭
い
も
の
で
あ
る
。
広
い
選
択
肢
（
】
九
七
七
年
モ
デ
ル
条
約
二
四
条
に
関
す
る
コ
メ
ン
タ
リ
ー
策
一
八
（
現
在
第
一
六
）
に
お
い
て

論
議
さ
れ
て
い
る
も
の
）
は
、
一
に
、
無
国
籍
者
が
一
方
の
締
約
国
に
お
い
て
居
住
し
て
い
る
と
否
と
を
問
わ
ず
、
両
国
が
す
べ
て
の
無
国

籍
者
に
ま
で
旧
第
二
四
条
三
項
の
適
用
対
象
を
拡
大
し
よ
う
と
望
ん
で
い
る
と
す
れ
ば
、
居
住
地
要
件
（
』
方
の
締
約
国
に
居
住
す
る
者
」
）

が
削
除
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
二
に
、
一
九
七
七
年
モ
デ
ル
条
約
第
二
四
条
二
項
が
「
第
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
」
に
よ
っ
て
よ
り

重
要
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
狭
い
選
択
肢
（
コ
メ
ン
タ
リ
ー
第
一
九
［
現
在
第
一
八
］
に
代
表
さ
れ
る
も
の
）
は
、
無
国
籍
者

に
関
す
る
無
差
別
取
扱
条
項
か
ら
居
住
地
国
を
除
外
す
る
。
こ
の
無
国
籍
者
は
、
他
方
の
国
に
つ
い
て
の
み
国
籍
に
よ
る
差
別
取
扱
か
ら

の
保
護
を
う
け
る
権
原
を
有
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
　
一
九
七
七
年
O
E
C
D
モ
デ
ル
条
約
二
四
条
に
関
す
る
コ
メ
ン
タ
リ
ー
第
一
九
（
現
在
第
一
八
）
は
、
無
国
籍
者
が
標
準
的

な
旧
第
二
四
条
三
項
（
現
在
第
二
項
）
の
も
と
で
享
受
し
う
る
と
言
わ
れ
て
い
る
利
点
に
言
及
し
て
い
る
。
無
国
籍
者
は
他
方
の
国
に
お

い
て
の
み
な
ら
ず
居
住
地
国
に
お
い
て
も
平
等
取
扱
を
請
求
し
う
る
の
で
、
か
れ
ら
は
、
第
三
国
と
居
住
地
国
の
あ
い
だ
で
締
結
さ
れ
た

二
重
課
税
条
約
の
規
定
の
便
益
を
享
受
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
一
連
の
推
論
は
、
も
し
居
住
地
国
が
そ
の
居
住
者
で
な
く
そ
の
国
民
（
公

民
権
者
）
に
租
税
条
約
の
適
用
対
象
を
限
定
し
て
い
る
場
合
に
か
ぎ
っ
て
、
正
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
他
の
第
三
国
と
居
住

地
国
間
で
締
結
さ
れ
た
条
約
か
ら
の
受
益
権
（
毎
雲
一
讐
二
。
σ
窪
。
参
）
を
無
国
籍
者
に
賦
与
し
て
い
る
居
住
地
国
に
お
い
て
、
無
国
籍
者
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は
国
民
と
し
て
の
取
扱
（
内
国
民
待
遇
浮
。
冨
ぎ
霊
＝
『
8
言
。
三
）
を
う
け
る
権
原
を
有
し
な
い
が
、
そ
の
居
住
者
は
そ
う
し
た
権
原
を

有
す
る
。
国
民
と
し
て
の
取
扱
を
う
け
る
権
利
（
9
。
言
三
ε
惹
ぎ
9
＝
目
窪
旦
。
三
）
の
み
が
、
国
籍
に
基
づ
い
て
い
る
そ
う
し
た
国
内

法
と
租
税
条
約
の
諸
規
定
の
便
益
を
付
け
加
え
る
。
国
籍
を
扱
っ
て
い
る
租
税
条
約
規
定
は
、
二
四
条
一
項
の
ほ
か
に
、
四
条
お
よ
び
一

九
条
だ
け
で
あ
る
の
で
、
第
三
国
と
の
あ
い
だ
の
条
約
の
適
用
可
能
性
の
利
点
は
、
最
少
限
の
も
の
で
あ
る
。

　
無
国
籍
者
の
差
別
取
扱
を
禁
じ
る
条
約
条
項
の
適
用
が
一
方
の
締
約
国
の
居
住
す
る
者
に
限
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
限
定
は
、
当
該

規
定
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
二
九
条
一
項
と
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
か
に
つ
い
て
の
問
題
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
の

条
文
は
、
居
住
地
に
関
し
て
要
件
を
定
め
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
の
条
約
は
、
無
国
籍
者
が
ど
こ
で
居
住
し
て
い
る
に
せ
よ
、
無
国

籍
者
に
対
し
国
民
と
し
て
の
租
税
上
の
取
扱
を
保
障
す
べ
き
義
務
を
多
数
国
間
条
約
の
な
か
で
負
っ
て
い
る
一
方
の
国
が
、
二
国
間
条
約

の
な
か
で
こ
の
よ
う
な
［
国
民
と
し
て
の
租
税
上
の
］
取
扱
に
関
し
て
制
限
条
件
を
実
効
的
に
課
す
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
と
い
っ

た
広
範
な
問
題
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
。
一
九
五
四
年
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
上
の
租
税
に
関
す
る
諸
規
定
の
大
半
は
、
無
国
籍
者
の
無
差
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

取
扱
規
定
を
含
め
、
一
般
的
に
自
動
執
行
力
を
有
す
る
と
仮
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
方
の
国
が
あ
る
条
約
上
一
定
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
の
者
に
対
し
無
差
別
取
扱
の
権
利
を
賦
与
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
が
、
他
の
条
約
上
別
な
条
件
が
充
足
さ
れ
る
と
き
に
限
っ
て
そ

の
よ
う
な
取
扱
を
な
す
義
務
を
負
っ
て
い
る
場
合
、
そ
の
よ
う
な
追
加
の
要
件
は
、
広
い
保
護
を
う
け
る
権
原
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
実

効
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
故
、
一
九
七
七
年
O
E
C
D
モ
デ
ル
条
約
二
四
条
三
項
の
厳
格
な
文
言
は
、
一
九
五
四
年
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
条
約
に
署
名
し
た
国
と
無
国
籍
者
と
の
あ
い
だ
に
適
用
さ
れ
な
い
。
た
だ
し
、
一
九
五
四
年
条
約
（
例
え
ば
一
条
二
項
）
の
適
用
を

除
外
さ
れ
て
い
る
者
は
例
外
で
あ
る
。

　
こ
れ
と
類
似
し
て
、
社
団
（
霧
ω
。
。
蛋
一
〇
霧
）
が
一
九
九
二
年
改
正
前
O
E
C
D
モ
デ
ル
条
約
二
四
条
二
項
（
改
正
後
三
条
一
項
f
㈹
）
に

定
義
さ
れ
て
い
る
結
果
と
し
て
、
社
団
が
無
国
籍
者
で
あ
り
え
な
い
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。

　
（
9
）
　
一
九
七
七
年
モ
デ
ル
条
約
コ
メ
ン
タ
リ
ー
第
一
七
に
し
た
が
え
ば
、
い
ず
れ
の
締
約
国
の
居
住
者
で
も
な
い
無
国
籍
者
を
一
九
七
七
年
モ
デ
ル
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は
除
外
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
除
外
は
、
他
方
の
国
の
国
民
と
比
べ
て
一
方
の
国
に
よ
る
優
遇
的
な
地
位
を
そ
う
し
た
無
国
籍
の
者
に
賦
与
す

　
る
こ
と
を
防
止
し
て
い
る
。

（
1
0
）
　
「
無
国
籍
の
者
」
の
定
義
に
つ
い
て
一
九
七
七
年
O
E
C
D
コ
メ
ン
タ
リ
i
第
二
〇
は
、
　
一
九
五
四
年
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
一
条
を
引
用
し
て

　
い
る
。

（
n
）
ミ
薄
物
§
一
ヌ
守
】
ぎ
§
§
の
①
b
弩
ヨ
血
①
三
ω
9
－
三
a
震
一
9
9
ω
魯
。
ロ
u
o
忍
①
一
じ
Φ
象
Φ
⊆
巽
§
鴨
き
ざ
目
ヨ
雪
（
＞
墓
§
3
日
噛
一
8
。。
y

U
山
●
一
に
よ
れ
ば
、
租
税
条
約
規
定
は
、
O
E
C
D
モ
デ
ル
条
約
二
条
四
項
二
文
（
法
律
改
正
に
つ
い
て
の
権
限
の
あ
る
当
局
に
よ
る
相
互
通
知
）

　
お
よ
び
一
一
五
条
四
項
（
相
互
協
議
手
続
の
目
的
の
た
め
、
権
限
あ
る
当
局
間
に
お
け
る
直
接
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）
を
除
い
て
、
す
べ
て
自
動

執
行
力
を
有
す
る
。第

四
章
　
モ
デ
ル
条
約
の
解
説

租税条約上の無国籍による無差別取扱条項

第
一
節
　
一
致
と
乖
離

　
O
E
C
D
モ
デ
ル
条
約
二
四
条
二
項
と
U
N
モ
デ
ル
条
約
二
四
条
三
項
の
文
言
は
同
一
で
あ
る
。

る
ル
ー
ル
を
定
め
て
い
な
い
。

U
S
モ
デ
ル
条
約
は
こ
れ
に
対
応
す

第
二
節
O
E
C
D
モ
デ
ル
と
U
N
モ
デ
ル

　
国
籍
に
よ
る
無
差
別
取
扱
を
定
め
て
い
る
二
四
条
一
項
の
ル
ー
ル
は
、
二
四
条
二
項
に
よ
っ
て
、
両
締
約
国
に
お
い
て
、
両
締
約
国
の

一
つ
に
居
住
す
る
無
国
籍
者
に
ま
で
拡
張
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
ル
ー
ル
は
、
国
際
法
に
基
づ
く
無
国
籍
者
の
保
護
と
関
連
し
て
い
る
。
こ
の
保
護
は
主
に
一
九
五
四
年
九
月
二
八
日
の
無
国
籍
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

の
法
的
地
位
に
関
す
る
条
約
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
。
同
条
約
は
、
条
約
の
締
約
国
に
お
い
て
、
「
最
低
限
の
権
利
（
昌
巳
日
⊆
ヨ
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（
1
3
）

ω
け
讐
5
。
ぼ
一
讐
貫
≦
三
B
跨
富
ε
の
き
寄
。
三
雪
）
」
を
確
立
し
て
い
る
。
同
条
約
は
、
そ
の
二
九
条
に
お
い
て
、
締
約
国
が
類
似
の
状
況

に
あ
る
（
自
国
の
）
国
民
に
課
し
て
い
る
租
税
若
し
く
は
関
連
要
件
以
外
の
租
税
若
し
く
は
関
連
要
件
（
又
は
よ
り
重
い
租
税
若
し
く
は
関
連

要
件
）
を
無
国
籍
者
に
課
す
べ
き
で
な
い
旨
を
、
締
約
国
に
求
め
る
規
定
を
有
し
て
い
る
。
モ
デ
ル
条
約
二
四
条
二
項
は
こ
の
原
則
を
採

用
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
そ
の
適
用
対
象
は
、
一
九
五
四
年
九
月
二
八
日
条
約
の
当
事
国
に
こ
れ
ま
で
な
っ
て
い
な
い
そ
う
し

た
二
重
課
税
条
約
の
締
約
国
に
拡
大
さ
れ
て
い
る
。

　
「
無
国
籍
者
」
の
用
語
は
、
一
九
五
四
年
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
一
条
一
項
で
定
義
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
条
約
の
目
的
に
と
っ
て
、
「
無
国

籍
者
」
の
用
語
は
、
い
ず
れ
の
国
に
よ
っ
て
も
そ
の
国
の
法
令
に
基
づ
い
て
国
民
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
な
い
者
を
意
味
す
る
。
モ
デ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

条
約
二
四
条
二
項
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
無
国
籍
の
者
」
の
用
語
は
、
定
義
で
与
え
ら
れ
て
い
る
意
味
と
同
一
の
意
味
を
有
す
る
。
一
九

五
四
年
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
一
条
二
項
所
定
の
制
限
は
、
同
条
約
に
基
づ
く
条
約
上
の
権
原
賦
与
（
幕
的
蔓
窪
…
①
幕
三
）
に
関
係
し
て

お
り
、
そ
し
て
「
無
国
籍
者
」
の
用
語
の
定
義
と
関
係
し
て
い
な
い
。
そ
の
結
果
、
こ
の
よ
う
な
制
限
は
モ
デ
ル
条
約
の
解
釈
に
と
っ
て

重
要
で
な
い
。

　
二
四
条
二
項
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
た
差
別
取
扱
か
ら
の
保
護
は
、
両
締
約
国
の
一
に
居
住
す
る
無
国
籍
者
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

故
、
モ
デ
ル
条
約
は
、
モ
デ
ル
条
約
一
項
所
定
の
一
般
的
人
的
適
用
対
象
の
枠
内
に
お
い
て
無
国
籍
者
の
差
別
保
護
を
保
障
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

居
住
者
の
用
語
は
、
モ
デ
ル
条
約
四
条
に
よ
っ
て
そ
れ
に
与
え
ら
れ
て
い
る
意
味
を
有
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
照
）

　
無
国
籍
者
は
、
無
差
別
取
扱
条
項
に
基
づ
く
便
益
を
自
ら
用
い
う
る
た
め
に
は
、
締
約
国
の
一
の
居
住
者
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
コ

メ
ン
タ
リ
ー
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
こ
の
便
益
と
は
、
い
ず
れ
か
の
一
方
の
条
約
国
に
さ
え
居
住
し
て
い
な
い
無
国
籍
者
が
他
方
の
国
の
国

民
に
比
べ
て
優
遇
措
置
を
受
け
る
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
を
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
無
国
籍
者
は
双
方
の
国
に
お
い
て
差
別
取

扱
か
ら
免
れ
る
こ
と
を
請
求
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

　
法
人
（
巴
紹
巴
冨
お
8
）
は
、
無
国
籍
で
あ
り
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
法
人
は
、
そ
の
地
位
を
各
国
の
法
体
系
か
ら
与
え
ら
れ
な
け
ら
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（
1
7
）

ば
な
ら
な
い
か
、
ま
た
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
版
で
は
、
各
国
の
法
体
系
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
管
理
支

配
地
国
主
義
（
管
理
本
店
主
義
）
を
と
る
国
（
例
え
ば
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
）
に
設
立
さ
れ
た
法
人
が
、
法
人
設
立
地
国
主
義
の
国
（
日
本
、
オ

ラ
ン
ダ
な
ど
）
に
管
理
支
配
地
（
管
理
本
店
）
を
有
す
る
場
合
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
は
、
当
該
法
人
が
日
本
の
法
令
に
よ
っ
て
規
制
を
受
け

る
と
い
う
で
あ
ろ
う
。
法
令
が
ま
っ
た
く
法
人
を
規
制
し
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
法
人
が
存
在
し
な
い
と
い
い
う
る
か
ど
う
か
、
ま
た
は

法
人
が
存
在
す
る
が
し
か
し
そ
れ
が
無
国
籍
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
明
白
で
な
い
。
カ
ナ
ダ
で
無
国
籍
で
あ
る
信
託
が
そ
の
例
で
あ
ろ
う
。

　
二
四
条
二
項
に
基
づ
く
無
差
別
取
扱
ル
ー
ル
は
、
両
締
約
国
に
お
い
て
妥
当
す
る
。
そ
れ
故
、
無
国
籍
者
は
、
そ
の
者
の
居
住
地
国
の

課
税
当
局
と
の
取
引
（
号
呂
畠
の
）
に
当
た
っ
て
、
無
差
別
取
扱
ル
ー
ル
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
租
税
条
約
は
い
ず
れ
も
無
国
籍
者
に
関
し
て
無
差
別
取
扱
条
項
（
O
E
C
D
モ
デ
ル
条
約
一
西
条
二
項
参
照
）
を
置
い
て

い
な
い
。
こ
の
省
略
の
理
由
は
、
無
国
籍
者
を
適
用
対
象
に
含
め
る
こ
と
が
二
国
間
条
約
に
相
応
し
く
な
い
と
合
衆
国
財
務
省
が
考
え
て

　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

い
る
こ
と
に
あ
る
。

租税条約上の無国籍による無差別取扱条項

（
1
2
）
0
9
〈
〇
三
一
〇
口
『
。
巨
一
8
8
9
Φ
ω
一
四
9
ω
o
隔
ω
一
象
o
一
Φ
ω
ω
℃
①
『
。
。
8
0
慾
o。
ω
o
宮
①
ヨ
げ
①
二
〇
翼
d
Z
↓
ω
＜
o
一
。
ω
①
。
巳
一
刈
。

（
1
3
）
寒
§
題
ミ
斜
ま
§
。
。
S
ド
ω
重
①
一
①
ω
ω
℃
①
参
o
ロ
ω
｝
ヨ
ω
①
旨
ゴ
賀
鼻
刀
」
（
Φ
α
y
浮
昌
。
一
〇
℃
。
象
四
〇
｛
評
げ
一
ざ
一
三
①
ヨ
善
o
髭
一
『
ヨ
ぎ
ω
琶
－

　
ヨ
〇
三
〇
〇
（
一
〇
〇
〇
㎝
y
お
x
R

（
14
）
　
参
照
、
モ
デ
ル
条
約
二
四
条
に
関
す
る
コ
メ
ン
タ
リ
i
第
一
八
、
ぎ
頓
9
映
‘
U
ω
篭
曽
＞
拝
曽
菊
ミ
9

（
1
5
）
　
み
よ
、
ズ
粛
9
宍
‘
U
ω
》
漕
》
『
置
力
N
強
9

（
16
）
　
一
九
九
六
年
O
E
C
D
モ
デ
ル
条
約
二
四
条
に
関
す
る
コ
メ
ン
タ
リ
ー
第
一
七
。
国
籍
者
の
定
義
に
つ
い
て
は
第
二
〇
を
み
よ
。

（
1
7
）
　
こ
の
指
摘
は
、
尋
碧
ド
U
δ
凶
二
三
〇
旨
豊
2
巴
寄
貯
ρ
↓
o
B
巴
る
コ
負
亀
、
い
舘
息
璽
卑
霧
器
一
ω
葛
o
。
N
8
一
G。
伊

（
1
8
）
肉
§
9
宍
禽
。
。
ミ
芦
Z
o
邑
一
ω
o
ユ
目
冨
二
9
ぎ
一
三
①
ヨ
四
二
9
巴
↓
震
一
餌
ヨ
U
o
＜
①
三
①
き
一
。
。。
O
も
’
誌
。
願
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第
五
章
　
日
本
二
重
課
税
条
約

第
一
節
　
概
　
観

　
モ
デ
ル
条
約
の
ル
ー
ル
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
国
籍
に
基
づ
く
無
差
別
取
扱
の
ル
ー
ル
は
、
締
約
国
の
一
に
居
住
す
る
無
国
籍
者
を

そ
の
対
象
に
含
め
て
拡
大
し
て
い
る
。

　
日
本
国
が
当
事
者
で
あ
る
二
重
課
税
条
約
の
な
か
に
は
、
こ
の
モ
デ
ル
条
約
に
相
当
す
る
規
定
は
、
ま
っ
た
く
見
い
だ
さ
れ
な
い
。
こ

れ
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
ド
イ
ッ
共
和
国
は
、
次
に
掲
げ
る
国
々
と
締
結
し
た
租
税
条
約
に
お
い
て
、
無
国
籍
者
に
関
す
る
無
差
別
取
扱
条
項
を
お
い

て
い
る
。二

重
課
税
条
約

条
　
文

ベ
ル
ギ
i

二
四
条
三
項

フ
ラ
ン
ス

一
二
条
三
項

ギ
リ
シ
ャ

二
一
条
三
項

イ
ス
ラ
エ
ル

一
九
条
二
項

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク

二
五
条
二
項

ス
ペ
イ
ン

二
四
条
四
項

チ
ュ
ニ
ジ
ア

二
四
条
二
項

　
も
っ
と
も
、

て
い
な
い
。

ド
イ
ッ
共
和
国
の
締
結
し
た
そ
の
他
の
二
重
課
税
条
約
は
い
ず
れ
も
、
無
国
籍
者
の
た
め
の
無
差
別
取
取
扱
条
項
を
定
め
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租税条約ヒの無国籍による無差別取扱条項

第
二
節
　
解
　
説

　
ド
イ
ッ
共
和
国
の
締
結
し
た
二
重
課
税
条
約
が
無
国
籍
者
の
た
め
の
無
差
別
取
扱
ル
ー
ル
を
含
ん
で
い
る
場
合
、
そ
の
文
言
は
、
一
九

六
三
年
O
E
C
D
モ
デ
ル
条
約
で
な
さ
れ
て
い
る
表
現
で
あ
る
（
「
無
国
籍
の
者
に
は
－
－
－
を
課
さ
な
い
も
の
と
す
る
。
」
）
。
こ
れ
は
、
無
国
籍

者
の
居
住
地
国
に
お
け
る
要
件
へ
の
明
白
な
参
照
規
定
は
存
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
国
籍
に
よ
る
無
差
別
取
扱
ル
ー
ル
に
関
す
る
状

況
と
対
照
的
に
、
そ
の
よ
う
な
参
照
規
定
の
不
存
在
は
、
二
四
条
二
項
の
規
定
が
モ
デ
ル
条
約
一
条
の
意
義
を
減
じ
る
こ
と
が
で
き
、
そ

し
て
第
三
国
の
居
住
者
に
も
適
用
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
国
籍
に
置
き
換
え
、
そ
し
て
条

約
上
の
権
原
の
判
定
基
準
を
確
立
し
い
て
る
の
に
対
し
、
も
し
居
住
地
要
件
が
二
四
条
二
項
と
関
連
し
て
否
認
さ
れ
う
る
な
ら
ば
、
ま
っ

た
く
境
界
線
は
画
さ
れ
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
が
明
白
に
合
意
さ
れ
う
る
場
合
を
除
い
て
、
両
締
約
国
が
世
界
中
で
あ
ら
ゆ
る
無

国
籍
者
の
包
括
的
保
護
を
保
障
し
よ
う
と
望
ん
で
い
る
と
は
、
だ
れ
も
考
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
一
九
六
三
年
O

E
C
D
モ
デ
ル
条
約
二
四
条
三
項
の
起
草
者
に
と
っ
て
も
思
い
も
よ
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
今
日
で
は
、
O
E
C
D
モ
デ
ル
条
約
二
四
条

に
関
す
る
コ
メ
ン
タ
リ
ー
第
一
六
は
、
当
該
ル
ー
ル
を
す
べ
て
の
無
国
籍
者
に
拡
大
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
す
べ
て
の
締
約
国
が
そ
の

旨
を
明
白
に
さ
せ
る
テ
キ
ス
ト
を
援
用
す
る
こ
と
を
勧
告
し
て
い
る
。

第
六
章
結
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
無
国
籍
条
項
は
、
世
界
中
で
総
計
約
千
の
う
ち
七
二
の
条
約
で
の
み
用
い
ら
れ
て
い
る
。
最
大
の
利
用
国
は
フ
ラ
ン
ス
（
二
〇
条
約
）
、

ベ
ル
ギ
ー
（
一
二
条
約
プ
ラ
ス
一
旧
条
約
）
で
あ
る
。
他
の
代
表
的
な
国
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
ド
イ
ッ
（
七
）
、
イ
タ
リ
ア
（
四
）
、
オ

ラ
ン
ダ
（
二
）
、
連
合
王
国
（
一
）
で
あ
る
。
他
方
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ス
イ
ス
ま
た
は
日
本
で
は
二
国
国
租
税
条

約
に
お
い
て
ま
っ
た
く
無
国
籍
者
差
別
禁
止
条
項
を
用
い
て
い
な
い
。
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し
か
し
な
が
ら
、
モ
ス
レ
ム
の
取
引
社
会
に
お
け
る
パ
レ
ス
チ
ナ
人
（
そ
の
多
く
は
無
国
籍
者
で
あ
る
。
）
の
地
位
と
職
業
（
銀
行
・
大
手

企
業
の
顧
問
や
重
役
）
に
鑑
み
、
ま
た
モ
ス
レ
ム
に
属
す
る
石
油
産
油
国
と
の
貿
易
の
推
進
に
鑑
み
、
さ
ら
に
、
か
れ
ら
の
日
本
に
お
け
る

事
業
活
動
に
鑑
み
、
日
本
の
租
税
条
約
政
策
は
、
無
国
籍
者
の
た
め
の
無
差
別
取
扱
へ
と
そ
の
戦
略
を
変
更
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
今
日
は
、

日
本
国
が
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
も
石
油
産
油
国
と
二
国
間
租
税
条
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
期
で
あ
る
か
ら
、
石
油
産
油
国
ま
た

は
日
本
に
居
住
す
る
無
国
籍
者
に
つ
い
て
の
差
別
禁
止
条
項
が
、
こ
れ
ら
産
油
国
と
の
租
税
条
約
に
含
ま
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
条

約
解
釈
に
お
け
る
論
点
は
、
本
稿
で
考
察
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

　
無
国
籍
者
の
存
在
か
ら
生
じ
る
国
際
租
税
法
上
の
問
題
は
、
ポ
：
ト
・
ピ
ー
プ
ル
は
じ
め
一
部
の
難
民
に
限
ら
れ
た
些
末
な
事
項
で
は

な
い
。

　
（
1
9
）
、
』
竃
這
冒
ミ
ω
（
き
α
o
誓
段
ω
y
↓
冨
コ
8
－
α
一
ω
＆
巨
轟
一
一
9
震
二
。
一
①
一
三
貰
冨
呂
①
9
曽
δ
℃
8
コ
↓
m
×
呂
8
一
。
。
ρ
ω
一
。
R
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